
大
正
四
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ニ
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一
四
回
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三
通
園
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認
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暢
司
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一
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浩
月
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押
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文
皐
博
士
宮
同
田

ケ
ト
レ

i
直
後
の
英
側
統
計
串
・
・
・
・
・
刊
誌
面
士
財
部

時

間

論

醐

地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
批
判
す

-

e

-

M

刑
事
博
士
沙
見

岡

山

町

附

れ

農
民
離
村
ミ
ゴ
ル
ツ
法
則
・
・
・
・
・
・
・
料
焼
事
土
八
木
芳
之
助

均
一
値
段
管
業
に
就
て
・
・
・
・
・
・
経
消
四
千
士
大
塚
一
朗

中
央
銀
行
協
力
の
竣
展
に
就
い
て
・
・
・
終
的
皐
士
松
岡
孝
児

鵠

聞

仲

句

一
繭
岡
藩
育
子
策
再
論
・
・
・
・
・
・
・
・
・
経
済
皐
博
士
本
庄
栄
治
郎

潟
業
組
合
の
経
営
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
煙
溝
手
土
地
川
虎
三

濁
逸
及
悌
蘭
西
の
所
得
税
・
・
・
・
・
将
司
訴
事
士
柏
井
象
雄

開

鋒

新
著
外
関
経
済
雑
誌
主
要
論
題

静保正
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濁
逸
及
び
悌
蘭
面
の
所
得
税

柏

井

象

雄

第
一
段

序

言

で
所
得
税
ム
」
税
制
整
理
問
題

l
我
園
の
昭
和
八
年
度
に
於
け

!存る
に念
於激
け主主

るるー
税整
制夫
幹 j彦

毒竪
準うま
備と7
委止L
員 fz
君主
設之
置の
と再
た骨今
つ B土

ては
'Bi!、
{t;l: i攻

れ
、
バ
公
債
町
内
総
政
策
」
b
増
税
政
策
へ
の
勝
向
、
ゲ
干
潟
サ
町
曲
目
~
機

滋
に
向
ふ
と
共
に
、
我
国
間
品
刊
酬
四
系
巾
に
於
て
高
山
詑
L
」
設
ん
で
そ

の
二
大
支
柱
を
唖
摘
す
所
得
税
に
於
け
る
改
正
問
題
も
、
税
制
整

理
上
の
重
大
問
題
と
し
て
論
議
せ
ら
れ
ん
と
ナ
る
に
至
っ
た
。

此
の
時
に
営
り
所
得
税
に
於
け
る
相
針
立
ナ
る
二
つ
の
型
を
代

表
す
る
も
の
・
と
し
て
、
世
界
の
二
大
先
進
図
た
る
濁
逸
及
び
悌

蘭
西
の
所
得
税
の
比
較
研
究
を
潟
す
も
無
意
義
な
る
事
で
は
無

か
ら
う
。

=
、
濁
遜
及
び
悌
蘭
西
の
所
得
税
と
そ
の
研
究
の
必
要
!
濁
逸

及
び
悌
蘭
西
は
中
欧
に
位
す
る
二
大
先
進
園
で
あ
り
乍
ら
、
其

の
園
民
性
を
全
然
異
に
す
る
の
み
な
ら
や
、
共
の
歴
史
的
議
展

第
三
十
六
巻

ヨ
八

第

-yJ}宅

九



街
逸
及
び
傍
蘭
四
の
所
得
税

に
於
て
も
全
〈
相
反
す
る
二
つ
の
経
路
を
辿
り
来
た
っ
た
も
の

で
あ
る
。
印
ち
濁
逸
は
地
方
分
権
的
反
る
聯
邦
園
家
よ
り
漸
進

的
に
中
央
集
擁
的
た
る
闘
家
へ
の
護
展
を
震
し
、
世
界
大
戦
の

終
末
に
於
け
る
帝
政
よ
り
共
和
制
へ
の
時
向
を
契
機
と
し
て
、

完
全
た
る
中
央
集
機
的
岡
家
と
し
て
の
形
胞
を
共
ふ
る
に
至
つ

た
。
之
に
反
し
仰
簡
閲
は
巴
に
十
八
世
紀
初
期
よ
り
中
央
集
権

酌
園
家
へ
の
特
化
を
鵠
し
、
沼
崎
に
亙
る
迄
数
次
の
政
鰐
の
援

革
を
粧
験
し
乍
ら
も
、
中
央
集
権
的
園
家
と
し
て
の
典
型
的
な

る
都
民
展
を
震
し
来
た
っ
た
も
の
で
あ
り
、
夏
に
そ
の
国
民
経
済

の
領
域
に
於
て
も
、
両
者
は
夫
en
輔
自
の
歴
史
を
有
す
る
と
共

に
、
特
有
の
欣
態
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
。
故
に
か
L

る
全
然
相

異
る
雰
園
気
の
中
に
於
て
成
長
し
来
た
っ
た
税
制
は
、
相
互
に

そ
の
特
長
を
有
す
可
き
で
あ
り
、
且
そ
の
税
制
の
一
大
支
柱
を

震
す
可
き
所
得
税
も
そ
の
成
立
の
過
程
及
び
現
献
花
関
し
て
夫

々
の
特
異
性
を
持
ち
、
共
の
研
究
は
現
在
我
園
に
於
て
も
所
得

税
に
閲
す
る
問
題
が
漸
く
論
議
せ
ら
れ
ん
と
す
る
時
、
興
味
あ

る
問
題
を
我
々
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

調
遜
の
国
税
と
し
て
の
所
得
税
は
世
界
大
戦
の
終
末
と
共
に
、

第
三
十
六
巻

叉
悌
蘭
聞
の
所
得
税
は
世
界
大
戦
の
勃
稜
直
前
に
創
設
せ
ら
れ

三h:
A 

第
三
猿

四
O 

た
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
成
立
は
世
界
所
得
税
史
上
に
於
け
る

最
も
新
し
き
も
の
に
屈
す
る
。
七
リ
グ
マ
ン
に
従
へ
ば
、
「
所
得

税
の
成
立
は
文
化
の
比
較
的
高
度
の
稜
展
と
、
貨
幣
経
済
の
定

分
な
る
普
及
を
前
提
要
件
と
す
る
o
」
然
る
に
歴
史
の
示
ナ
所
に

依
れ
ば
附
図
は
巴
に
所
得
税
の
成
立
す
る
前
よ
り
こ
の
保
件
を

具
備
噌
る
事
此
明
白
・
お
る
事
費
で
あ
る
。
只
夫
ん
の
歴
史
酌
、

政
治
的
或
は
枇
曾
的
在
る
諸
事
情
の
制
約
に
依
り
所
得
税
の
園

税
慌
系
中
へ
の
編
入
が
妨
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
c

第
二
段

濁
逸
及
び
併
蘭
商
所
得
税
の
設
建

第
て
凋
逸
所
得
税
の
設
建

一
、
所
得
税
の
成
立
と
そ
の
効
果

l
濁
遜
税
制
の
発
展
は
間
接

税
を
基
礎
と
す
る
不
完
全
汝
る
税
制
よ
り
完
備
せ
る
税
制
へ
の

漸
造
的
友
る
登
遠
の
歴
史
で
あ
り
、
之
を
地
方
税
制
と
の
聯
閥

に
於
て
見
る
時
は
地
方
分
権
的
な
る
税
制
よ
り
中
央
集
接
的
た

る
税
制
へ
の
殻
建
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
濁
品
唱
に
於
て
は

同
闘
の
歴
史
的
性
質
に
基
き
、
「
間
接
税
は
帝
国
へ
、
直
捺
税
は

Seligman; Incomc tax. (Encyclopaedia of the Soci31 Science. Vol. 7. p_ 626.) 



各
邦
へ
L

た
る
政
治
的
調
断
が
侍
統
的
視
税
政
策
と
せ
ら
れ
所

得
税
は
各
邦
税
制
中
の
中
軸
を
矯
し
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
世
界
大
戦
の
敗
退
は
美
大
友
る
賠
償
合
債
務
の
負
携

と
友
り
、
交
戦
争
整
理
の
震
の
経
費
及
び
大
戦
前
、
大
戦
中
に

護
行
せ
ら
れ
た
公
債
の
利
椀
費
等
も
濁
逸
財
政
を
苦
境
に
置

き
司
叉
経
費
の
中
央
集
摺
化
、
剖
ち
終
消
、
交
通
.
枇
曾
、
警

察
及
び
行
政
費
等
の
地
方
よ
り
中
央
へ
の
委
譲
も
毎
々
牧
入
不

足
を
大
な
ら
し
め
、
不
足
金
は
一
九
一
八
年
に
於
け
る
百
三
十

九
的
肺
K
比
し
一
九
一
九
一
叫
に
川
口
一
γ
い
じ
十
九
応
肺
わ
れ
し
¥4

至
っ
た
の
で
あ
あ
。

か
く
て
問
来
得
る
限
り
の
租
税
を
利
用
し

財
政
的
危
機
を
脱
す
る
事
が
濁
逸
財
政
上
の
最
も
重
大
友
る

問
題
と
な
り
、

途
IC 

一
九
二

O
年
三
月
の
エ
ル
ツ
ペ
ル
ガ
l

(何回
N
F
g向
。
『
)

の
税
制
改
革
の
結
果
、
所
得
税
は
地
方
よ
り
の
委

譲
に
依
り
園
税
と
し
て
成
立
す
る
に
支
っ
た
。
然
る
に
園
税
と

し
て
成
立
せ
る
所
得
税
は
経
済
界
の
混
乱
或
は
所
得
原
の
動
揺

に
誼
合
せ
ん
が
潟
に
、

以
て
課
税
標
準
と
し
、
叉
舎
枇
所
得
に
封
し
て
は
舎
祉
税
法
に

シ
ャ
ン
ツ

(∞
F
d
F
g
N
)

主
義
の
所
得
を

依
り
課
税
し
、

従
来
の
各
邦
の
所
得
税
が
そ
の
所
得
と
し
て

燭
逸
及
び
傍
蘭
西
の
所
得
税

。
ロ
色
。
口

-
叶
『
巾
O

ユ。

の
所
得
を
取
り
た
る
に
比
し
、
叉
曾
枇
所

得
に
針
す
る
課
税
を
も
含
み
た
る
に
勤
し
で
根
本
的
に
そ
の
性

質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

而
し
で
か
〈
閲
税
酬
閥
系
中
に
編
入
せ
ら
れ
た
る
所
得
税
は
従

来
各
邦
に
依
り
具
る
負
携
を
負
は
し
め
た
る
も
の
を
統
一
し
、

地
方
的
負
携
の
不
公
平
を
排
除
し
併
せ
て
そ
の
成
立
の
第
一
年

点
て
、
舎
一
枇
税
と
合
し
て
巴
に
約
百
三
十
億
川
の
牧
入
を
泉

げ
、
全
租
税
収
入
中
の
約
三
十
二
%
を
占
め
戦
後
に
於
け
る
渦

r
g
i
t
-
;
4
1
1
1
十

回

目

白

‘

l

f

Y

1

，

l

認
円
片
瓜
m
k

応
機
代
都
す
お
コ
岡
山
附
を
M
W
J
C

ん
J
』
?
し
向
日
一
亡
庇
サ
ハ
h
t

=
、
所
得
税
に
針
す
る
イ
ン

7

レ
l
シ
ヨ
ン
の
影
響
と
現
行
所

得
税
の
確
立
|
然
る
に
営
時
急
激
友
る
勢
を
以
て
発
展
し
来
た

っ
た
未
曾
有
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
針
し
で
は
所
得
税
に
闘

す
る
諸
規
定
は
無
力
友
る
も
の
と
化
し
去
っ
た
。
か
〈
て
所
得

税
成
立
の
直
後
よ
り
一
九
二
四
年
の
通
貨
安
定
の
時
期
に
至
る

迄
、
税
制
全
般
に
於
て
は
勿
論
、
所
得
税
に
就
い
て
も
常
債
下

落
に
す
る
針
康
策
が
講
ぜ
ら
れ
、
相
次
い
で
改
正
法
規
が
渡
せ

ら
れ
た
の
で
あ
品
。
印
所
得
に
閲
す
る
一
許
債
規
定
の
改
正
、
税

卒
の
増
加
、
拷
除
額
の
培
加
、
租
税
の
前
排
制
、
前
梯
額
の
・
h
唱

第
三
十
六
巻

五
八
三

第

鵠

四
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濁
逸
及
び
傍
蘭
西
の
所
得
税

加
等
の
針
路
策
が
試
み
ら
れ
た
が
、
念
激
に
準
展
し
た
物
債
の

下
落
に
射
し
て
は
到
底
追
随
し
符
可
〈
も
無
か
っ
た
。

一
九
二
四
年
に
歪
り
一
路
の
常
債
の
安
定
を
見
る
に
至
っ
た

が
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
渦
中
に
あ
っ
て
如
何
た
る
剥
策
も

そ
の
効
果
を
現
は
し
得
た
か
っ
た
所
得
税
も
、
常
債
の
安
定
と

仕
刊
に
漸
く
秩
中
的
な
る
況
志
の
一
下
に
置
か
れ
る
事
と
な
り
、

九
二
五
年
及
び
そ
の
後
の
一
聯
の
改
王
に
依
り
現
代
の
構
治
を

有
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
、
偽
蘭
西
所
得
税
の
褒
建

一
、
所
得
税
の
成
立
と
そ
の
効
果

l
悌
蘭
西
税
制
の
歴
史
は
強

き
中
央
集
権
的
税
制
の
後
達
を
一
不
し
、
而
か
も
共
の
長
き
租
税

史
を
緩
く
時
、
共
庭
に
看
過
し
得
ざ
る
二
大
事
貨
を
見
出
す
。

一
一
は
大
革
命
後
に
於
け
る
税
制
改
革
に
依
る
収
録
税
槌
系
の
確

立
、
他
は
世
界
大
戦
時
に
於
け
る
所
得
税
の
探
用
で
あ
る
。

偽
蘭
閏
に
於
て
は
自
由
、
平
等
を
目
指
し
た
大
革
命
の
後
に

牧
谷
税
鰻
系
が
確
立
さ
れ
た
が
、
経
費
の
増
大
と
共
に
消
費
税

が
相
次
い
で
起
さ
れ
、
そ
の
税
制
は
経
費
の
培
大
、
経
済
界
の

愛
達
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
進
展
と
共
に
多
く
の
快
臨
を
内
在
せ

第
三
十
六
巻

第

盟主

五
八
四

四

し
む
る
も
の
と
た
り
、
根
本
的
た
る
改
正
が
要
望
せ
ら
れ
る
に

至
っ
た
。
か
く
て
巴
に
一
八
四
八
年
に
於
て
革
命
後
の
税
制
に

到
す
る
改
革
の
第
一
歩
と
し
て
所
得
税
に
闘
す
る
提
案
が
潟
さ

れ
、
更
に
一
八
七
一
年
に
於
け
る
普
例
戦
争
の
敗
退
以
来
所
得

税
は
宇
世
紀
の
長
き
に
亘
り
、
財
政
上
の
最
宣
大
問
題
と
し
て

年
や
論
議
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
叫
帰
る
に
所
得
晩
案
ぽ
常
に
冨

の
代
表
者
た
る
上
院
議
員
の
反
針
に
依
h

夕
、
叉
大
革
命
後
の
俳

蘭
西
園
民
の
根
底
に
横
は
る
自
由
の
精
神
の
制
約
に
依
り
指
に

失
敗
の
歴
史
を
繰
bJ
か
へ
し
た
。

一
九
一
四
年
に
至
っ
て
始
め
て
所
得
税
は
成
立
す
る
事
と
友

り
、
此
庭
に
悌
蘭
西
税
制
は
物
税
主
義
よ
り
人
税
中
心
主
義
へ

の
完
全
反
る
縛
向
を
決
行
す
る
一
事
と
た
っ
た
が
、
そ
の
所
得
税

は
一
の
綜
合
所
得
税
で
あ
り
、
而
か
も
一
般
の
反
針
を
恐
れ
任

意
申
告
制
、
低
き
税
率
、
高
き
売
税
駐
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
結
果
所
得
税
成
立
の
直
後
勃
委
し
た
大
戦
に
も
災
さ

れ
大
在
る
収
入
を
曲
事
げ
得
守
、

一
九
一
六
年
に
は
戦
時
財
政
へ

の
週
踏
の
鋳
税
率
の
増
加
、
強
制
申
告
制
の
採
用
等
が
鋳
さ
れ
、

夏
に
一
九
一
七
年
に
至
つ
て
は
所
得
税
に
闘
す
る
根
本
的
友
る

昌ビ1igmnn;Income tax. p. 274-328. 6) 



改
革
が
企
て
ら
れ
、
綜
合
所
得
税
の
他
に
七
個
の
個
別
所
得
税

を
も
確
立
す
る
事
と
在
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
四
年
に
於
け
る
大
戦
の
勃
後
以
来
悌
繭
西
は
或
は
租

税
に
依
り
、
或
は
公
債
に
依
り
戦
時
財
政
へ
の
針
肱
を
矯
し
た

が
、
大
戦
に
依
る
経
済
資
源
の
破
壊
は
、
大
戦
中
、
大
戦
後
に

強
行
せ
ら
れ
た

E
棋
の
公
債
及
ぴ
大
戦
整
理
の
震
の
費
用
と
共

に
著
し
く
財
政
を
危
機
に
瀕
せ
し
め
、
所
得
税
は
租
税
牧
入
中

の
大
宗
と
な
り
乍
ら
も
、
此
の
危
機
に
謝
し
て
は
大
在
る
貢
献

を
斜
し
得
お
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
戦
後
偽
商
閉
経
済
の
混
鋭
中
に
於
け
る
所
得
税
と
現
行
所

得
税
の
確
立

γか
L

る
財
政
的
危
機
へ
の
針
策
と
し
て
租
税
の

時
唱
徴
も
間
断
友
〈
矯
さ
れ
た
が
、
主
と
し
で
取
ら
れ
た
所
は
公

債
及
び
紙
常
の
准
笈
で
あ
っ
た
。
震
に
「
法
」
償
の
下
落
と
た

り
悌
蘭
西
の
財
政
経
済
は
毎
々
混
胤
欣
態
に
陥
入
り
、
戦
後
に

於
け
る
頻
繁
な
る
内
閣
の
夏
迭
に
も
係
ら
宇
、
確
固
た
る
財
政

の
確
立
・
経
済
界
の
復
興
が
一
貫
す
る
政
策
と
せ
ら
れ
た
が
、

一
九
二
六
年
に
於
け
る
ポ
ア
ン
カ
レ

l(F-=sS
の
泉
国
一

致
内
閣
の
出
現
K
至
る
迄
は
一
と
し
て
財
政
確
立
を
寅
現
し
得

濁
逸
及
ぴ
悌
蘭
西
の
所
得
税

る
者
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
L

る
財
政
的
危
機
の
中
に
あ
っ
て
租
税
領
域
に
於
て
は
、

確
固
た
る
経
常
収
入
増
加
の
鵠
相
次
い
で
培
税
が
試
み
ら
れ
た

が
、
そ
の
重
鮪
が
財
政
政
策
及
び
枇
曾
政
策
に
置
か
れ
た
矯
所

得
税
は
常
に
増
税
さ
れ
ね
ば
た
ら
・
た
か
っ
た
。

一
九
二
六
年
ホ
ア
ン
カ
レ

l
泉
図
一
致
内
閣
を
組
織
し
、
税

制
の
整
瑚
と
公
債
の
俄
港
に
、
鋭
意
財
政
経
消
の
安
定
化
に
努

力
し
、
遂
に
戦
後
混
乱
を
極
め
た
財
政
経
碑
も
安
定
の
概
濯
に

肉
ふ

A
共
に
ー
間
断
た
く
改
正
を
受
付
事
μ
所
得
税
も
-
段
落
を

告
ぐ
る
に
至
り
、
現
行
の
組
織
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
而
し

て
現
代
の
所
得
税
は
本
質
に
於
て
一
九
一
七
年
の
所
得
税
忙
基

礎
を
置
く
も
の
で
あ
り
、

而
か
も
一
九

O
七
年
の
カ
イ
ヨ

l

(Czzzと
の
所
得
税
突
を
向
後
織
と
ナ
る
も
の
で
あ
お
o

第
二
一
、
調
悌
所
得
税
の
費
生
の
類
似
結
及
び
差
異
暫

相
側
逸
の
所
得
税
は
一
九
二

O
年
に
至
っ
て
エ
ル
ツ
ベ
ル
ガ

l

の
税
制
改
革
の
結
果
、
叉
悌
蘭
四
の
所
得
税
は
一
九
一
四
年
世

界
大
戦
の
直
前
に
於
て
成
立
せ
る
も
の
に
し
て
、
雨
者
共
世
界

所
得
税
史
上
に
於
い
て
、
そ
の
成
立
の
最
も
新
し
き
も
の
に
属

第
三
十
六
巻

五
八
五

第

盟主

四

Lemcke; Die Vorgeschichte und gegerndtrtige Gestaltun，g d酎 franzo.ischen
Steuersy叫ems.S. 35-58 
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術
進
及
び
偽
一
関
西
の
所
得
枕

ず
る
割
に
就
き
互
に
相
似
叶
却
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
加
ふ
る
に

附
者

ω
成
立
に
は
世
間
作
大
戦
川
県
つ
で
力
あ
り
・
而
か
も
そ
の

成
立
後
共
に
未
曾
有
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
渦
中
に
於
い
て

間
断
無
く
改
正
さ
れ
、
物
償
の
安
定
と
共
に
ご
踏
の
解
決
を
見

る
に
至
り
し
貼
に
於
い
て
相
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。

併
し
更
に
一
歩
牢
準
め
て
考
ふ
る
に
繍
惑
の
所
得
税
が
久
し

h
V
-
J
-
T
i

，

k
 

/
¥
4
J
g
i
d
-
i
r
-「

b
t
h
り

I
L
斗
d

y
:
1
4
t
i
j
b
 
そ
の
川
聞
の
岡
山
県
附
判
断
m
k
議
〈

有
地
方
分
権
的
岡
家
と
云
ふ
調
抱
一
園
の
陛
州
、
的
政
治
的
事
情
に

吐
帯
同
す
る
「
間
接
税
は
帝
園
へ
、
直
接
税
一
は
各
邦
へ
」
と
す
る
永

き
侮
統
的
租
税
政
策
の
制
約
に
依
り
、
己
に
平
く
よ
り
布
岡
は

直
接
税
鰻
系
へ
の
準
出
h
T
偽
し
、
此
の
偉
統
的
租
税
政
策
を
歪

め
乍
ら
も
、
所
符
税
を
自
己
の
権
限
下
に
置
き
符
友
か
っ
た
の

で
あ
る
。
之
に
反
し
侍
統
的
に
自
由
の
精
耐
仰
の
強
い
例
蘭
西
に

あ
っ
て
は
、
所
得
税
の
如
き
私
的
生
活
の
内
容
に
立
入
ら
ん
と

す
る
稔
穂
を
一
悦
ば
や
、
従
っ
て
己
に
早
〈
よ
り
そ
の
提
案
を
見

乍
ら
、
そ
の
成
立
は
阻
止
さ
れ
来
た
っ
た
の
で
あ
る
。
而
か
も

テ
ル
ハ
ツ
レ
及
び
モ
ル
は
共
に
、
「
所
得
税
の
護
展
過
程
の
一
は

原
始
的
友
る
人
税
よ
り
の
溌
展
で
あ
り
、
他
は
牧
毎
税
よ
り
の liJ.11 

第
三
十
六
巻

稜
展
で
あ
る
目
」
と
ど
し
て
ゐ
る
が
、
此
の
黙
よ
り
考
ふ
れ
ば
濁

五
八
六

第

披

~~ 
四

逸
及
び
悌
蘭
西
の
所
得
税
は
そ
の
褒
生
の
腕
芽
形
鰻
を
も
異
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
何
と
左
れ
ば
濁
逸
の
所
得
税
は
プ
ロ
シ
ヤ

の
所
得
税
を
出
荷
民
駆
と
し
、
偽
商
西
の
所
得
税
は
大
革
命
後
の

牧
益
税
よ
り
特
化
委
展
せ
る
も
の
左
る
が
故
に
。

申鴨
-
-
L
A
1

覇
王

E

崎
議
及
び
倒
蘭
商
の
所
得
税
の
内
酔

一
、
相
判
例
現
行
所
得
税
の
醐
閥
系

l
現
行
所
得
税
に
閲
し
て
は
、

猪
治
及
び
例
蘭
凶
の
所
得
税
は
互
に
相
叫
創
立
す
る
型
を
一
不
す
と

共
に
、
雨
者
は
夫
阜
の
特
長
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

得
税 QI1
22  
号還
3 (7) 

s p，月ー
ヨ f与
古郡t
~ l:i 
ユ白
と然

曾 A
IJIt と
税法
;;:i A 
c， ;-
ヨに
品 4夫
EL り
急て

2 般
三所

と
に
分
っ
て
ゐ
る
。
叉
そ
の
納
税
主
鱒
に
於
で
も
園
内
に
あ
る

か
圏
外
に
あ
る
か
に
伏
り
て
無
制
限

(Eta門

zzrz)
納
税

義
務
者
と
制
限
付

3
2
n
Tゐコ
ZO)
納
税
義
務
者
に
分
っ
て
ゐ

る
。
夏
に
一
般
所
得
税
に
あ
っ
て
は
所
得
源
を
各
種
類
印
ち

A
農
業
林
業
国
鍾
其
の
他
非
酷
由
利
的
土
地
耕
作
よ
り
生
ず
る
収
入

B
磐
業
よ
り
の
収
入

C
街
立
的
腕
業
行
傍
よ
り
の
救
入

(Halldl，uc]1 

は更に財産税を

Einkommensleuer. 

Gerln押 Das Staatshausllalt und das Finnnzsysterr. De:utschlands 
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D
非
濁
立
的
馳
労
働
よ
り
の
収
入

E
資
本
的
財
産
よ
り
の
牧
入

F
不
動
産
白
賃
貸
、
包
括
的
財
産
及
び
櫨
利
よ
り
の
峻
入

G
其
の
他
の
反
覆
的
収
入

H
其
の
他
白
給
付
に
基
〈
牧
入

の
八
種
に
分
ち
、
而
か
も
之
を
綜
合
し
て
課
税
の
針
象
と
し
、
只

資
本
利
子
所
得
及
び
持
銀
所
得
陀
就
き
て
の
み
(
そ
の
機
所
得
八

千
H
N
・Z-
以
下
な
る
限
り
)
源
来
課
税
の
形
式
を
取
っ
て
ゐ
る
。
・

悌
蘭
商
の
所
得
税
は
個
別
所
得
税

(
E
Z
Z
円。
L
E
P
町
g)
と

総
合
所
得
税
前
日
町
山
川
町
四
口
印
刷
凶

M
E
ニα

同

2
mロ
ロ
・
)
と
配
分
っ
て

ゐ
る
。
而
し
て
個
別
所
得
税
は

A
家
屋
所
有
所
得
積

「
伊
丹
回
問
・
)

(内

C
E
ロ『ロ
Zoロ

『。目。訂正一。

官
司
『
。
H
V吋
宮
山
門
市

ω

B
土
地
所
有
所
得
稔

ョ。ョ

g
z
u
)(

岡
田
司
白
押
印
号

-
B
F
b
s
品目。日

(の

Ez--z。ロ
円。回日中司

0. 
g 

同

u
円
。
】
V
叫』

b
f
m
m
w

C
農
業
所
得
稔

お
2nor-)

D
給
料
所
得
税
{
【
呂
志
向

m号

H
a
r
p芹
E
S
S
E
-
H
E凶作呂田一
E

Z

何自己ロヨ
g
F
E
H同一

F
司
自
明
日
。
自
己
目
ロ
Z
Z
P
四
身
自
)

E
非
商
業
的
所
得
税
(
宮
司
g

E
ニ
田
宮
田
和
田
円
宮
内
宮
唱
さ
『
E
m
E
E

ロO
回
向
。
自
国
司
丘
巴
自
畠
)

品。
H

・0M
A
M
-
。rn-
向。ロ

濁
逸
及
び
傍
蘭
西
田
所
得
税

F
商
工
業
所
得
税

(
H
E
1
2
5
H
a
z
n品目。
2
古品目
m
Z
E
m
z
n
p

E
E
2
n
F
5・

)

G
資
本
利
子
所
得
税

(
同
自
司

2

2司

-
E
Z
Z
E
ι
g
d可包
2
B
O昨
日
立
E
C
M
目。
F
T

H
-
2
F
)
 

(2) 

(岡目目以
2

E
『

H
S
問
。
耳
目
白
血
2
2
E問。
o
p
ι
3
D
Z
Z
E
E
T

。ロ目。
E
S
Z・〕

の
七
個
上
り
構
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
之
に
就
き
で
は
内

外
人
友
る
か
、
自
然
人
た
る
か
法
人
た
る
か
に
開
し
何
等
の
鼠

別
を
も
設
附
九
な
い
。
而
し
て
只
資
本
利
子
所
得
崎
の
み
b
L
源
泉

に
て
課
税
す
る
。
綜
合
所
得
況
は
之
等
個
別
所
得
税
を
補
完
す

る
も
の
に
し
て
、
自
然
人
の
み
を
課
税
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
雨
者
は
そ
の
韓
系
に
於
い
て
全
く
相
封
立
す
る

ご
っ
の
型
を
示
す
が
、
更
に
そ
の
規
定
に
聞
し
で
も
夫
々
の
特

長
を
有
す
る
。
以
下
三
項
に
分
っ
て
之
を
説
明
す
る
。

=
、
所
得
税
に
於
け
る
所
得
の
意
義

l
狗
悌
所
得
税
の
課
税
標

準
た
る
所
得
は
原
則
と
し
て
、
共
に
所
謂

οs--g 同
d
o
o氏
。

に
於
け
る
所
得
を
採
る
が
、
調
逸
の
一
般
所
得
税
に
於
て
は
寅

却
財
産
(
包
し
五
千
M
以
上
)
よ
り
の
牧
入
及
び
一
高
間
以
主
の

特
定
の
投
機
行
矯
(
買
ひ
入
れ
て
よ
り
二
年
以
内
に
土
地
を
由
民

第
三
十
六
巻

五
入
七

第
三
貌

四
五

白前Lemcke 及び Ko中erschaftssoteuerに倹り.傍蘭聞の所得抵1'¥:就きでは
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濁
逸
及
び
併
蘭
西
の
所
得
税

却
し

J
7グ
月
以
内
に
有
償
誌
記
悼
を
責
却
す
る
山
甲
子
)
よ
り
の
牧
入

を
も
所
得
と
す
る
黙
に
於
て
、
叉
仰
蘭
聞
の
所
得
税
に
あ
っ
て

は
富
鐘
利
得
建
築
の
後
行
悦
格
及
び
償
還
債
格
の
差
に
基
く
利

得
を
も
所
得
と
潟
す
射
に
於
て
、
何
れ
も
そ
の
所
得
と
し
て
取

る
所
の
原
則
は
破
ら
れ
る
の

εあ
る
。

叉
附
者
に
あ
っ
て
は
仰
れ
も
綿
牧
入
よ
り
所
得
獲
得
の
矯
の

費
削
u

保
険
料
、
負
僚
刺
ヲ
、
政
止
八
金
等
む
帥
m
除
を
銘
し
そ
の

残
額
七
笠
以
て
課
税
標
準
と
し
て
ゐ
る
。

調
逸
の
所
得
税
に
於
い
て
は
特
に
労
銀
所
得
に
謝
し
て
は
控

除
制
止
し
て
四
百
八
十
聞
を
規
定
す
る
が
、
働
関
西
の
之
に
割

癒
す
ぺ
き
給
料
所
得
税
に
あ
っ
て
は
‘
只
「
経
費
を
搾
除
す
る
‘
」

と
規
定
す
る
の
み
で
あ
る
。

叉
偽
蘭
四
の
土
地
及
び
家
屋
所
布
所
得
税
は
二
十
年
及
び
十

年
毎
に
改
正
せ
ら
れ
る
賃
貸
債
格
を
以
て
課
税
標
準
の
基
礎
に

と
っ
て
ゐ
る
。
更
に
悌
蘭
西
の
農
業
所
得
税
は
土
地
所
有
所
得

税
の
基
準
た
る
土
地
賃
貸
債
格
を
そ
の
所
得
算
定
の
基
礎
に
置

い
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
き
は
所
得
税
と
云
は
ん
よ
り
は
む
し
ろ

牧
盆
税
た
る
の
色
彩
を
多
分
に
含
め
る
も
の
で
あ
り
、
悌
蘭
西

第
三
十
六
容

所
得
税
の
一
特
長
を
偽
す
も
の
と
云
ふ
可
き
で
あ
ら
う
。

(
註
)
併
関
西
の
所
得
税
法
は

家
屋
所
有
所
得
税
白
課
税
標
準
と
し
て
そ
の
賃
貸
債
格
よ
り
コ
住
宅

の
場
合
は
そ
の
二
五
%
、
「
工
場
の
場
合
は
そ
の
問
O
%
、
」
を
控
除

し
た
る
も
の
申
乞
と
る
白
で
あ
る
。
土
地
所
有
所
得
税
に
て
は
賃
貸
債

格
よ
り
五
分
の
一
を
柊
除
ナ
る
。

農
業
所
得
税
に
於
い
て
は
課
税
標
準
と
し
て
土
地
事
一
帳
に
於
け
る
賃

貸
償
格
的
三
倍
特
に
劇
作
の
時
は
“
了
正
儲
か
戒
は
又
此
等
め
代
り

に
覗
責
め
則
符
を
以
て
寸

J

る。
五
八
人

四

第

量定

三
、
申
告
及
び
税
率
に
関
す
る
規
定
|
申
告
に
就
き
て
は
耐
者

共
に
強
制
申
告
制
を
取
り
、
特
に
俸
給
、
弁
銀
所
得
に
就
き
て

の
み
申
告
の
義
務
を
俸
給
、
持
銀
支
抑
品
刊
に
負
は
し
め
る
。

税
率
に
関
し
て
は
濁
逸
の
所
得
税
が
直
接
累
進
た
る
に
謝

し
、
悌
蘭
四
の
所
得
税
は
綜
合
、
個
別
所
得
税
共
に
間
接
果
準

に
依
っ
て
ゐ
る
。
而
か
も
綜
合
所
得
税
に
於
い
て
は
狽
逸
が

O
%
に
始
ま
り
四
O
%
に
終
る
急
激
た
る
暴
準
た
る
に
射
し
、

併
蘭
酉
は
了
二
%
に
始
ま
り
二
一
O
%
に
終
る
援
者
累
準
率
を

遁
刑
す
る
の
で
あ
る
。

E 

濁
ー虫垂
よ所
ス得

lo襲
五‘寧
下
は
見
枕

(
超
過
額
累
進
)



八
、
o
o
o
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四、
0
0
0
9

四、

0
0
0
9

¥ 

初
白

突
の

次
回

突
の
四
、

0
0
0タ

次
回
入
、
0
0
0
0

突
の
一
入
、
o
o
O
A
7

夫
町
三
問
、

0
0
0
9

捕
翌
日
八
高
川
以
上
白
所
得
に
は
そ
の
超
過
部
分
全
部
に
到
し
四
O
%

E

-

悌
蘭
西
綜
A
口
所
得
税
税
率

七
、
C
C
C
法
以
下
克
我

中い

m
m
U
O
O
松

l
一一

c
J
)
0
0法
品
目
劉
L
ヘ
印
一
昨
一
一
ガ

ん
三

O
M

二
O
、
C
O
O
A
7
l
一
ニ
O
、
0
0
0
2日
夕

{

J

J

・
-
-
:
二
・
四
%

=一o、
0
0
0法
以
上
一
o
、
0
0
0
法
を
増
す
毎
に
そ
の
遁
用
標

準
を
合
宛
靖
ナ

一
O
C
、
C
O
O
法
以
上
四
0
0
、
0
0
0
法
迄
二
五
、

0
0
0法

を
増
ナ
毎
に
そ
の
遁
用
標
準
を
合
宛
増
ナ

、
四

0
0
、
0
0
0法
以
上
五
五
O
、

0
0
0法
迄

1
2
0
、
0
0
0
法

を
増
ナ
毎
に
そ
忠
迎
用
標
準
を
お
宛
増
ナ

五
五
O
、
0
0
0法
以
上
回
所
得
部
分
に
は
そ
の
全
額
に
封
し三

oμ

一O
%

一
二
・
五
h
y

一
五
ク一OAグ

二
五
タ

三
O
hグ

三
冗
タ

叉
潤
逸
に
於
て
は
釜
本
利
子
所
得
税
も
持
銀
所
得
税
も
共
に

一
O
%
の
比
例
税
率
が
適
用
さ
れ
、
舎
枇
税
に
つ
き
で
は
鈍
…
制

、
濁
逸
及
び
傍
蘭
西
の
所
得
税

限
納
税
義
務
者
に
は
二
O
%
、
制
限
付
納
税
義
務
者
に
は
一
O

%
の
比
例
税
率
が
適
用
さ
れ
る
が
、
悌
蘭
西
の
個
別
所
得
税
に

於
い
て
は
次
の
如
く
そ
の
所
得
の
確
定
の
度
に
感
じ
て
異
る
税

李
を
趨
用
し
、
夏
に
勤
持
的
分
子
の
大
-
な
る
も
の
に
あ
っ
て
は

一一五己
i

法

l
園口口(〕.，

i

回〔一口司法|八口仁口
:
i言
士

一

タ

八D
o
n
-
以
上
回
部
分
:
全
部
に

七
口
包
法
一
己
O
D
D
法
一
士

一口口〔ヲ

1
5
E
D
D
9
:
1吉

ニロ

2
7
l
g
Dロタ

i

g
g
D
9
以
上
・
全
部
に

日
朝
き
累
進
率
が
誼
則
さ
れ
て
ゐ
る
。

税

種

免

税

動

家
屋
所
有
所
得
税

土
地
所
有
所
得
税

超

過

額

累

進

資
;.h: 
利
一子

)ザf
千号
平jt

商
工
業
所
得
税

農

業

所

得

税

一豆口司法

給

料

所

得

俳

非
商
業
的
所
得
税

き
C

口法

税
率

一
八
%

一入。
一八ムグ

二乱。

1
L
ハ
ρ

一五
9% 

し
て
は
定
額
呆
準
法
に
依
る
。
叉
資
本
利
子
所
得
税
に
於
て
、

但
し
商
工
業
所
得
税
に
於
て
は
五
高
法
以
下
の
所
得
者
に
封

特
に
命
日
枇
豆
役
に
謝
す
る
報
酬
に
は
二
五
%
、
守
同
議
利
得
に
は

二
六
%
の
税
率
を
組
問
す
る
の
で
あ
る
。

此
の
黙
に
閲
し
て
の
み
悌
蘭
西
の
所
得
税
は
潤
逸
の
所
得
税

第
三
十
六
倉

五
八
九

第

f虎

-
四
七



濁
逸
及
び
傍
蘭
西
の
所
得
積

に
比
し
、
枇
曾
政
策
的
原
則
に
趨
合
せ
る
が
如
く
考
へ
ら
れ
る

が
、
悌
蘭
西
に
あ
っ
て
は
勤
帥
究
所
得
も
個
別
綜
合
の
雨
所
得
税

に
於
い
て
二
重
に
課
税
せ
ら
れ
る
の
快
献
を
存
し
て
ゐ
る
。

回
、
宥
恕
規
定
及
び
特
別
規
定

l
人
的
事
情
の
考
慮
に
閲
し
て

は
雨
者
共
に
家
族
員
の
数
に
磨
じ
系
品
唱
す
る
控
除
額
を
興
へ
て

ゐ
る
が
、
調
渇
の
所
得
税
は
特
に
、
特
定
額
の
控
除
か
比
例
的

神
除
か
の
怨
探
械
を
照
勺
叉
そ
の
他
の
H

付
加
山
規
山
況
に
就
設
で

も
明
細
に
規
定
し
小
所
得
者
保
護
の
目
的
を
貫
く
の
で
あ
る
。

(
註
)

宿
泊
辺
所
得
税
法
に
於
け
る
宥
恕
規
定

努
銭
枕

(
F
o
Z
E
E
-
に
於
け
る
宥
税
規
定

例

七

二

O
川
以
下
は
免
枕

一
川
所
得
一
種
官
室
び
そ
の
他
の
費
用
と
し
て
夫
三
四

O
M
控
除

'ー

何

年

三

月
U

の
踊
労
銀
枕
を
納
む
る
者
は
免
税
き
れ
る
。

、pa
'

1

t

伊
妻
、
未
成
年
白
子
女
に
劃
し
で
は
免
税
慰
以
上
白
所
得
部
分
に

就
き
各
々
一

O
%
或
は
次
回
金
額
を
控
除
す
る
。

妻

に

封

し

て

は

一

一

一

O
M

第

一

子

に

一

一

一

0
9

第
二
子
に

第
三
子
に

第
四
子
に

二
四
0
9

四
八
0
9

七
ニ

0
9

第
三
十
六
巻

五
九
O

第

量定

一
四
八

相
府
五
子
以
上
各
一
人
に
ヲ
き
九
八

O
タ

一
般
所
得
税
に
て
は
失
の
控
除
規
定
を
有
ナ
る
ロ

同
一
一
ニ
0
C
M
以
下
は
免
枕

同
家
族
関
係
に
つ
曹
て
は
宍
白
金
額
を
控
除
す
る
。

妻

に

封

し

で

は

一

o
o
M

第

一

子

に

一

0
0
8
'

第

二

子

に

一

八

0
9

第

一

ユ

干

に

コ

一

六

o
，

第

四

マ

寸

に

五

四

O
ク

第
五
子
以
よ
各
一
人
に
つ
き
七
二
0
9

何
年
所
得
一
高
叫
円
以
下
の
時
は
七
二

O
M
を
控
除
且
七
一
一

o
M
以

ょ
の
所
得
に
就
曹
家
族
員
各
島
に
つ
曹
八

μ控
除
、
但
し
各
家
族

民
に
臨
調
し
最
高
大
百
M
金
憾
と
し
て
控
除
額
は
八
千
川
以
上
た
り

得
ぬ
。

問
無
制
限
所
得
税
納
税
義
務
者
の
所
得
二
高
川
以
下
に
し
て
且
無

制
限
舎
祉
税
義
務
曾
祉
の
有
限
責
任
枇
長
主
し
で
収
入
を
得
る

時
は
二
重
課
税
を
越
〈
る
居
室
一
白
川
を
限
度
と
し
て
一

O
%丈
統

領
が
軽
減
さ
れ
る
。

向
毅
年
に
一
旦
る
一
時
的
報
酬
に
依
る
高
所
得
、
森
林
さ
り
の
臨
時

的
収
入
に
は
斡
課
規
定
あ

p
。

何
一
高
一
一
司
M
以
下
回
所
得
者
に
し
て
そ
白
所
得
中
白
農
林
業
所

得
が
六
千
U
以
下
な
る
限
り
そ
の
課
税
さ
る
可
曹
所
得
部
分
に
封

し
で
一

O
M
D
積
雪
習
す
る
。
雪
ざ
る
時
低
穴
吉
川
を
銀



(ρH勾 (G)
る 四し度
時撫半呈全-で左
は F所 斤期所之し
n: 1得号尋主 に f得再尋且 に で

恕入五千謀六
規千R.M百稔千
E定i!R 
が以下以る以
あ上白下@上
る κ 日時寺に 白

。しはし 農
て返て 林
そ還資 業
のさ本 所
中 tし草1) q.尋
吃る子 部
臨。所分
時 f専の
的に一
所封 O
f尋 ナ %
がる丈
合謀け
主税減
れ が 書置

湖
、
仰
雨
図
所
得
税
に
於
け
る
人
的
事
情
の
考
慮
に
就
き
、

同
刊
に
濁
逸
に
あ
っ
て
は
枇
曾
政
策
的
取
る
要
求
が
、
柚
帥
蘭
西
に

あ
っ
て
は
人
口
政
策
が
主
要
な
る
役
割
-E
演
や
る
ほ
興
味
あ
る

針
燥
を
居
摘
す
も
の
で
あ
る
。

特
に
凋
逸
の
所
得
税
忙
あ
っ
て
は
納
税
者
の
消
費
欣
態
が
申

告
に
基
く
査
定
所
得
額
陀
比
し
不
均
衡
に
賛
津
た
る
欣
態
に
あ

り
、
而
か
も
そ
の
所
得
一
首
宣
千
M
以
上
に
し
て
消
費
額
と
査

定
所
得
額
と
の
誤
差
五
%
に
及
ぶ
時
は
所
得
税
法
第
四
季
(
図
。
.

m
E
2口問
g
n
V
3号
Enr)
の
規
定
の
通
用
さ
れ
る
♂
、
品
m

蘭
西
の
所
得
税
が
一
時
的
悌
蘭
西
在
住
者
に
針
し
て
、
そ
の
住

居
の
賃
貸
債
格
の
七
倍
を
以
て
課
税
標
準
と
す
る
と
と
は
、
互

に
濁
逸
及
び
悌
蘭
西
の
所
得
税
の
特
色
を
現
は
す
も
の
と
見
る

事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

調
逸
品
品
ぴ
傍
蘭
西
の
所
得
税

(
註
)
「
消
費
に
依
る
所
得
税
課
枕
」
に
於
け
る
精
賓
と
段
自
己
及
び

家
族
自
生
活
白
魚
の
費
用
を
指
し
、
次
の
諸
項
目
は
之
を
除
〈
@

(F) (E) (D) (C) (B) (1¥) 

社磐泉所賀納
曾重量教得債税
政資目税利者
策、的、子に
的子、財。不

要弟!i~産相
求敬共枕 膿
に育 ~I 、 な
依 E量 的 地 ら
り。の租ざ
使然、る
月の勝範
人費業聞
に用枕の
要。等持
ナ。参
る金
質。
F目。

信
問
国
唱

'
t

似
刷

M
m院
院
品

帝E

1請・

研
究以
を上
終に
へ於
たて
が簡
、軍

用乍
園ら
の濁
所逸
得及
税ぴ
は働
統蘭
計四
的の
に所
考得
察税
しの
て比
、較

何
れ
も
税
制
中
の
王
座
に
位
し
、

セ
ザ
グ
?
ン
の
「
所
得
税
の

目
最
凶
伎
の
稜
展
段
階
は
租
税
牧
入
中
の
最
も
重
要
た
る
地
位
で
あ

る
。
」
と
の
言
を
如
買
に
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
雨
園
所
得
税

牧
入
の
最
近
の
朕
況
を
示
せ
ば
次
の
如
〈
で
あ
&
。

調

(
曾
枇
枕

年
度
並
ハ
)
所
得

税
収
入

百
芳
開
]
員

二、回一一元・九

傍

i政会
主E

入枕透
主主 酎輯入膚
"''''" す胞の得

% 長会主E

1&所
得白

入稔

蘭i政金
租

入 枕西

寺E22
;;調，~視

出に祖投

胃
吉
田
昌

肉
、
八
五
一
?
口

7u 

三... 

第
三
十
六
巻

第

量量

一
四
九

主E
九

Seligman; Income tax. (Encyclopaedia 01" Social Science. Vol. 7. p. 626.) 
特に所得税白吹正後につき雨園白数字をjf，:Jt・匁樹迩は 1925年後.傍関西は
1¥126年後の数字をとる.
濁逸四1925-1931.fD数字:は Statistisches Reich5a 田 t;St~1Ltistiscbes Jahrbuch 
fu'-das deutsche Reich. (1930)に依l1.傍fJlnl!iの1926-19:29の数学院 l.ea四 e
of N ations; Memorandum.' on 'PuGllc Fiiui:;ce (I9"8)に依l1.傍蘭西の1930

12) 
'3) 



↓均一一六
一九一石

一九一一八
}九ニル

一九一色

調
遁
及
び
悌
蘭
商
の
所
得
税
'

官

万

戸

出

宵

万

羽

冨

-でさ一主・姐昔、一戸市臼・
z

三、一斉一一・回八、四八八・五

Z、占一八・一丸、口一一子八

Z
J
夫
回
・
回
丸
、
一
穴
九
・
八

=一、一九一宍・口一口J一宮・回

Z
J
豆
八
・
口
九
」
九
七
・
四

百
五
記

=三、=Z回・一

E円、玉(〕回・ニ

亘八、四一完・六

三九、九一九・口

三六、九八八・三

回一一-JE完・九

今
此
蕗
に
再
び
雨
闘
に
於
け
る
所
得
税
b
L
考
ふ
る
に
、
濁
逸

百
}
カ
揖

百
一
六
ぎ
入
、
美
子
己

主
八
士
D
J
一
九
い
千
七

=一、邑金一一ゐ

=ニ、甲山口・四

一三、口三了五

z
、三一九・玉

三回

;lr... --

一九三一

ヨヨ己 主子三
三五 亘正

に
あ
引
で
M
U
地
方
分
州
般
的
剛
山
凱
介
る
の
庶
民
的
、

正k
，i:i 
町J
専L
1'Iij 

に
基
き
、
例
蘭
西
に
於
て
は
大
革
命
後
の
強
き
倖
統
的
友
る
圃

民
精
神
と
も
云
ふ
可
き
自
由
の
思
想
の
制
約
に
依
h

り
、
共
に
所

得
税
を
最
近
に
至
る
迄
そ
の
図
枕
韓
系
中
に
編
入
し
得
友
か
っ

た
の
で
あ
る
。
而
し
て
成
立
後
に
於
て
は
所
得
税
は
南
国
税
制

中
の
一
大
支
柱
と
し
て
共
に
重
き
そ
潟
し
つ
L
も
、
濁
逸
の
所

得
税
は
綜
合
課
税
主
義
に
依
り
、
著
し
く
人
続
的
な
る
の
色
彩

を
強
め
、
近
代
的
租
税
た
る
の
性
質
を
具
備
す
る
に
反
し
、
悌

蘭
西
の
所
得
税
は
個
別
所
得
税
と
綜
合
所
得
税
と
を
併
せ
有

し
、
そ
の
個
別
・
綜
合
雨
所
得
税
に
於
て
種
々
の
規
定
に
依
り
大

い
に
人
税
た
る
の
性
質
を
強
め
乍
ら
、
倫
其
庭
に
多
分
に
物
税

た
る
の
色
彩
を
有
し
、
乙
の
黙
に
於
て
相
封
立
す
る
型
を
一
示
す "" F百

プ" ，.、
目τt  -= 

区亘E

第
三
十
六
巻

一
五

O

五
九

第

是主

と
共
に
、
叉
某
慮
に
夫
々
の
特
長
を
蔵
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
雨
者
は
夫
々
相
針
立
す
る
型
を
一
示
し
乍
ら
も
、

勤
接
的
分
子
多
き
所
得
に
軽
く
、
資
本
的
要
素
大
た
る
所
得
に

軍
く
課
税
せ
ん
と
し
、
叉
人
的
事
情
の
考
慮
免
税
黙
泉
準
家
等

に
依
り
最
も
よ
く
そ
の
負
擦
能
力
に
越
路
せ
ん
と
す
る
離
に
於

」
相
似
た
る
傾
向
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
。

一
見
に
戦
敗
別
問
d
L
t
u
u比
大
紅
町
山
賊
術
品
此
配
ぬ
燃
す
リ
巾
明
治
財

政
と
、
戦
勝
園
と
し
て
而
か
も
賠
償
金
に
闘
し
最
も
大
友
る
分

配
額
を
受
く
る
働
蘭
西
財
政
と
が
、
夫
々
の
所
得
税
に
針
し
て

如
何
友
る
影
響
を
興
へ
つ
L

あ
る
か
の
黙
に
就
き
て
も
、
そ
の

研
究
を
怠
つ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
而
し
て
此
の
問
題
は

同
園
所
得
税
の
み
に
限
ら
ん
よ
り
は
、
む
し
ろ
税
制
全
般
と
開

係
せ
し
め
、
し
か
も
尉
く
財
政
全
般
、
図
民
所
得
及
び
園
富
欣

態
と
も
関
聯
せ
し
め
て
考
察
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。

-1931の数字は Schanz; Die Finam:en der gr~:町 seren eu刊 paischenStaaten. 
lFinanz Archiv. '930， '931.)に依る


